
１．小規模多機能型居宅介護費

２．加算

登録した日から３０日以内

日常生活自立度　Ⅲ・Ⅳ・М

要介護２で日常生活自立度　Ⅱ

常勤の看護師を１名配置

常勤の准看護師を１名配置

常勤換算方法で看護職員を１名以上配置

訪問サービスの提供に当たる常勤職員を２名以上配置

地域住民等、他事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施していること

利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加

上記料金表で算定した単位数の１０００分の１４９に相当する（１４．９％）単位数。

介護職員等の賃金の改善を実施する。

３．その他の利用料金 （単位：円）

備　　考

おやつ代込み

+ 嚥下困難な方に対し食事を調理した場合に１食ごとにかかります

宿泊された場合に請求

入浴用品、チリ紙代など

教養娯楽に関わる費用

入れ歯洗浄剤使用の希望があった場合。

使用された場合に限り請求

使用された場合に限り請求

使用された場合に限り請求

使用された場合に限り請求

使用された場合に限り請求

ご利用者様などからの依頼によるもの。

（サークル活動費・行事費など）

※ ご不明な点につきましては、職員までお尋ね下さい。 小規模多機能型居宅介護　鳥丸

尿取りパット 実費／枚

洗濯代 ３００／Kg

その他 実　　費

（L) 実費／枚

紙パンツ 実費／枚

義歯洗浄剤代 実費／個

紙おむつ代
（M) 実費／枚

日用品費 １００／日

教養娯楽費 １００／日

夕　　食 ５２０／食

ｽﾏｲﾙｹｱ食 ４０

宿　泊　費 ２，８００／泊

朝　　食 ３９０／食

昼　　食 ５３５／食

項　　目 自己負担額

口腔・栄養ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ加算 ２０／回 利用開始時及び利用6ヶ月ごとにスタッフや介護支援専門員等で栄養状態の確認を行います

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)

若年性認知症
利用者受入加算

介護 ８００／月 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めます

予防 ４５０／月 上記の通り

生活機能向上連携加算
（Ⅰ） １００／月 リハビリスタッフ等の助言を受け、計画書を作成し、定期的に評価し助言を行います

（Ⅱ） ２００／月 リハビリスタッフ等が定期的にご自宅へ訪問し、生活機能の向上を目的とした計画書を作成します

従業者（看護師又は准看護師を除く）に占める介護福祉士の割合が70％以上　又は勤続10年以上の介護福祉士が25％以上

（Ⅱ） ６４０／月 従業者（看護師又は准看護師を除く）に占める介護福祉士の割合が50％以上

（Ⅲ） ３５０／月 従業者（看護師又は准看護師を除く）に占める介護福祉士の割合が40％以上　又は常勤職員が60％以上

訪問体制強化加算 １，０００／月

８００／月

サービス提供体制
強化加算

（Ⅰ） ７５０／月

総合ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ体制
強化加算Ⅱ

（Ⅰ） １，２００／月

（Ⅱ）

利用者ごとの心身の状況などの基本的な情報を厚生労働省に提出し、
サービスの提供に当たって必要な情報を活用する。

看護職員配置加算
（予防は除く）

（Ⅰ） ９００／月

（Ⅱ） ７００／月

（Ⅲ） ４８０／月

認知症加算
（Ⅲ） ７６０／月

（Ⅳ） ４６０／月

科学的介護推進体制加算 ４０／月

（１割負担の場合）
（単位：円）

項　　目 利用料金 備　　考

初期加算 ３０／日

要介護５ ２７，２０９／月 要介護５ ５４，４１８／月 要介護５ ８１，６２７／月

要介護４ ２４，６７７／月 要介護４ ４９，３５４／月 要介護４ ７４，０３１／月

要介護３ ２２，３５９／月 要介護３ ４４，７１８／月 要介護３ ６７，０７７／月

要介護２ １５，３７０／月 要介護２ ３０，７４０／月 要介護２ ４６，１１０／月

要介護１ １０，４５８／月 要介護１ ２０，９１６／月 要介護１ ３１，３７４／月

（介護予防）小規模多機能型居宅介護利用料金表 （令和6年6月1日より）

（単位：円）　１割負担の場合 （単位：円）　2割負担の場合 （単位：円）　3割負担の場合

通　常 通　常 通　常

要支援２ ６，９７２／月 要支援２ １３，９４４／月 要支援２ ２０，９１６／月

要支援１ ３，４５０／月 要支援１ ６，９００／月 要支援１ １０，３５０／月


